
 

【藤井寺市】 

【法務局】 

〔手続の流れ〕 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔必要な書類〕 

順番 書類の名称 ペ－ジ 部 数 ﾁｪｯｸ 

1 定款変更届出書（様式第６号（第６条関係）） １０７ １ 部  

2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー） ９４ １ 部  

3 変更後の定款 ９５ ２ 部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員総会 
 
 

 

 定款の変更 
 
 

 

 届  出 
 
 

 

 変更の登記 
 
 

 

 定款変更事由の発生 
 
 

主たる事務所及びその他の事務所

の所在地を変更したとき 等 

主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わな

い場合)、資産に関する事項､ 公告の方法、役員の定数の変更等 

登記事項に変更が生じた場合には、ＮＰＯ法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては２週

間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては３週間以内に、変更の登記が必要です。 

登記事項 

証明書の提出 

 
 
 

法人から藤井寺

市へ提出 


